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毎月第１土曜日は機関誌発送作業の手伝いを！ 
毎週金曜日夜は組合事務所に！ 

 

 新型コロナ感染症蔓延の影響もあり、ここ数年間組合行

事を控えめにしてきたこともあって、組合員が集まる機会

が減少していました。しかし、それでは組合活動が活性化

しません。人が集まり、ワイワイガヤガヤと会社の愚痴を

言っていれば、自然と横のつながりもでき、会社と闘って

いくアイデアも浮かび、気力も湧いてくるし、相互の応援

も活発になります。そこで、以下呼びかけます。 

 

●毎月第 1 土曜日は機関誌発送作業の手伝いを！ 

 毎月第１土曜日の１２時頃から、機関誌の発送作業を行っています。機関誌の紙面を帳

合し、ホッチキス止めし、三つ折りにして各組合員宛ての封筒に入れ、糊付けするという

作業です。封筒への切手貼りもしなければなりませんし、ポストへの投函も必要です。 

以前は１０名程度の組合員が来て、皆でおしゃべりしながら作業をし、終了後に簡単な

懇談会を持っていましたが、ここ１～２年はめっきり来る人が減ってしまいました。 

「組合活動に協力したいと思っているけれど、何をやったらよいか分からない。」、「用事

がないと、また、アポを取っていないと、組合事務所に行きにくい」という方

もいらっしゃるかもしれません。そんな方は、まずは機関誌の発送作業を手

伝いに来てください！ （※祝日等の関係で発送作業の日が第 2土曜日にな 
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  ることもあります。予定は前月の機関誌の最後に掲載していますので、ご確認

ください。） 

 

●毎週金曜日の夜は組合事務所に！ 

 組合員相互の交流のため、毎週金曜日の夜に組合員交流会を開催することにしました。

以前は、金曜日の夜になれば、組合員がビール片手に組合事務所に立ち寄り、互いに会社

の愚痴を言い合ったり、自分の団体交渉や会社への抗議活動への応援を呼びかけたり、賑

やかなものでした。しかし、やはりここ１～２年めっきり来る人が減ってしまいました。

そこで、改めて組合員交流会という形で参加を呼び掛けることにしました。 

 一応午後 7 時から始めることにしていますが、形式ばったものではないので、仕事が終

わったら、早くても遅くても、ぶらりと立ち寄っていただいたら良いです。会社

で溜まったストレスを発散してください。他の組合員の話も聞いてあげて下さい。

横のつながりを作ってください。なお、６月２日（金）の組合員交流会の様子は、

次号の機関誌で写真入りで紹介しますので、お楽しみに。 

〈書記長  大橋 直人〉 

 

 

 

仲間の職場では…   

 

◆ Ｉ 株式会社〈Ｎ・Ｓ さん〉 

 パワハラが大きな原因であろうと思われる心身不調で長期間私傷病休職をしていたＮ・

Ｓ組合員について、「就労環境に配慮すれば復職可能」との医師の診断を得て復職条件（リ

ハビリ出社等も含む）に関する団交を申し入れたところ、突如会社側は「懲戒解雇相当の

不正をしたので自主退職せよ」と言い出し、傷病手当金についても「詐病で不正受給にあ

たるから手続きをしない」と、事業主証明を止めてしまいました。受給が不正であるか否

かは健保組合（または協会けんぽ）が判断することであって、管理職ユニオン・関西（Ｍ

Ｕ関西）は弁明の機会を求め、団交にじゅうぶんな時間（２時間程度）を確保することと

社長の出席を要求したのですが、会社側は「今まで１時間で済んだのだから２時間は不要、

社長の出席も義務ではない」と、団交開催には非常に消極的姿勢…。 

 その経緯をビラに書いて、５月２３日に本社が入っているビルと会社大阪営業所が入っ

ているビルにポスティングしたところ、３１日付で会社代理人から文書が届きました。そ

こには、ビラに事実と異なる内容を記載した（←単なる労使の見解の相違に過ぎない）か

ら会社もＳ組合員の名前を出してビラを撒くことも検討せざるを得ないなどと書かれて

いました。労働組合にビラを撒かれたからと言って、会社がお返しにビラを撒き返すなど、

労使紛争があるということを自ら公表するようなもので、あまり聞いたことがありません。

もしも会社がそういう行為に及ぶのであれば、ＭＵ関西としてはさらに組合活動を活発化

するのみです。お互いに表現の自由は保障されていますから。 
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２名の組合員に対する昇格差別に対する団交拒否 中労委再審査事件 

日本フッソ工業 立会団交を行ったことから 

「救済利益が存しない」と主張！ 
 

執行委員長 仲村実 
 

日本フッソ工業は、団交拒否の不当労働行為事件で大阪府労委命令後、中労委に再審査を申し立

てました。中労委で新たな主張･証拠がない中、本年２月２２日に中労委の公益委員らが立ち会っ

た団交を行ったこと、４月３日の中労委からの「事件解決のための勧告」の受諾をしたことから、

５月１日の会社弁護士による「準備書面」で『救済利益が存しない』、大阪府労委命令の『判断を

維持することができない』と主張してきました。 

会社の主張は、中労委が和解を執拗にすすめる過程で、公益委員らが同席する「立会団交」を受

け入れたことによって、そのことが会社側に利用されたことから、今後、「立会団交」の提案を慎

重に検討・判断する必要があるとの観点からこの報告をします。 

 

１、 事案について 

2021 年４月、Ａ及びＢ組合員の昇格がなされなかったことにつき、差別的な扱いを受けた点及

びその差別に関する問題について団交を申し入れました。会社は、二度の先送りのための回答対応

をしました。会社が情報を公開していないため組合が得ている情報は、Ａ及びＢ組合員が後輩や二

人より社歴の短い社員が先に昇進している事実であり、後輩や二人より社歴の短い社員と比較して

昇進がないことが、組合員であるが故の差別であると認識しているとしたが、会社がこの団交を拒

否した事案です。大阪府労委命令書は、会社の拒否理由が些細な表現にこだわり合理性必要性を欠

くもので、実質的には団交拒否の姿勢の現われであるとし、また会社主張は失当であり、団交に応

じない理由の疎明もないため、団交に応じない正当な理由はないとし不当労働行為認定をしました。 

 

２、立会団交を開催後の会社側弁護士の主張 

本年２月２２日、中労委公益委員らの立ち会った団交後、会社「準備書面」での主張は、「救済

命令を発するには、不当労働行為の成立が認められるだけではなく、救済利益が存しなければなら

ない」として、立会団交に応じたから「団交には応じて誠実に対応している」とし、その後の４月

３日に中労委が発した「事件解決のための勧告」を受諾したから、「中労委も（誠実に対応したと）

認めている」ところである。さらに「団体交渉が既に行われていること」、そして「勧告に沿った

対応を行う旨表明していて将来紛争が生じる可能性は存しない」ことから、「ポスト・ノーチス（謝

罪文書）による救済も存しない」というのです。 

 

３、組合の最終陳述書の骨格について 

６月９日提出の最終陳述書を作成しています。その一つは、本件争点「2021年（令和３年）４

月１２日、同月１６日及び２２日付の団体交渉申入書に対する会社の対応は、労働組合法第７条

第２号の不当労働行為に該当するか」をまず明確化して、初審命令判断の要約、会社の根拠なし

の先送り目的だけの再審査申し立て、団交申入れに対する「準備段階」主張の破産、再審査での

新しい主張も・立証もないことを整理します。 

 二つは、立会団交についてです。私の考えからは、争点とは関係ないので上記で事足りるので

す。立会団交を開催したことが会社側弁護士に新たな主張として「救済利益が存

しない」となっていること、中労委が立会団交後「事件解決のための勧告」を勝

手に発し、組合を無視した和解条項案まで記載していることから、最低限の組合

主張をする必要が生じています。 
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４、立会団交について 

会社の立会団交による主張「救済利益が存しない」は、大阪府労委命令後のことであり立会団交

そのものは憲法２８条でいう団体交渉権の成立ではないし、大阪府労委命令による団交履行義務を

果たしたわけでもなく、労使対等の自主的関係のもとの団体交渉でもない。さらに会社主張の「救

済利益が存しない」とか、「義務的団交事項に関わる団体交渉申入れについて紛争が生じる畏れは

存しない」も、和解が成立せず紛争状態が終結したわけでもないことからして主張そのものが成り

立ちません。 

組合は、中労委での初回調査から「会社は新たな主張も証拠もないから、結審して命令を」と主

張してきました。中労委が労働側委員を通してすすめた和解や立会団交の話であり、和解内容は拒

否し、立会団交は応じたまでです。ましてや和解条項案については、催促されて出した組合の和解

案は一度も中労委で検討すらされていないのです。立会団交を行ったから、大阪府労委命令の履行

義務を果たさなかった事実が消滅するものではありません。 

 

（１）中労委の和解案について組合は、立会団交前に「前提は、和解ありきではありません」と

中労委の労働側委員に伝えています。中労委から和解案を求められたので 2022年 11 月 26 日に

組合案を示しました。これも労働側委員に示しています。調査の場でも中労委和解案は現実的

にそぐわないので、「受け入れられない」と明確に主張しています。 

その一つが「組合から団体交渉の申入れがあった場合は、すべて受け入れる」ことです。経営

権、人事権をふりかざして団交拒否を続け、行政訴訟で最高裁までいく長期経過による実効性を

なくす姿勢だからです。こうした不正常な労使関係、特に豊岡社長の姿勢に問題点があり、その

改善を求めています。 

二つは「組合に解決金（中労委出席することに要した交通費と文書作成に要した時間及び諸費

用）・・・万円を支払う」ことです。ペナルティです。 

 

（２）立会団交そのものは、自主的なものではない。 

中労委が立会団交の目的が和解をさせるものであったとするなら、和解が成立しなければ成り

立たない。組合は本年５月２日、会社に再審査申し立ての取り下げを要求し、そのための団体交

渉を申し入れたが、会社は同年５月９日これを拒否した。自主的な団交を行う姿勢がないのであ

る。 

 

（３）立会団交議事録（反訳）が会社から提出されているので、特徴点を述べます。 

この議事録で豊岡社長は「団交拒否をしたという認識は持っておりません」と発言しています。 

中労委使用者側委員は「ここでいったんこの議題は切らせていただきます」、労働側委員は「す

みません。時間がないもんですから、今日は説明しきれないと思います」と、立会団交を協議途

中で介入し打ち切っています。 

この豊岡社長発言と中労委委員の打ち切り対応から、立会団交とは自主的な正常な労使対等の

団交でないことが明らかです。さらに豊岡社長は組合の質問や追及に「検討します」、「検討した

い」、「検討させていただきます」と、その場限りの発言で、その後放置です。 

組合と日本フッソ工業在籍の３名の組合員が初めて聞いた不明確な曖昧なこじつけ発言がほ

とんどであった。 

組合からの賃金の情報公開について豊岡社長に問いただしている過程で、中労委の労働側委員

が口をはさみ勝手な意見を発言する、情報公開はもとより、昇進・昇格、賃金・賞与、評価のや

り方・その説明、どれをとっても後出しで、社長の独断での決定だということがわかっただけで

ある。 

  中労委の会社側に立った強引な「和解をさせる」策動に引っかかったとも窺え

る「立会団交」であったのです。立会団交を開催したことが、使用者である日本

フッソ工業㈱に「救済利益が存しない」と主張する機会を与えたことを反省し、

きっちりと最終陳述書で展開し克服したいと思っています。 
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３月１８日開催第４回執行委員会決定の組合費の見直しについて 【再掲】 
 

 ＭＵは既に管理職中心の組合ではなくなっており、将来的なことを考えても組織対象

を管理職に限定することは、組織拡大という方針を実現するにあたってネックとなる可

能性があります。また、定年後再雇用となって年収が大幅に減少している組合員も少な

くありません。こうした状況を踏まえ、題記執行委員会において組合費を見直すことを

決定し、５月１日から実施することになりました。※遡っての申請は不可。 

見直しの内容をごく簡単に説明すると、年収３００万円未満の組合員については、毎

月の組合費を４，０００円→３，０００円に、年収２００万円未満の組合員については、

毎月の組合費を４，０００円→２，０００円に減額するというものです。 

減額を希望する組合員の方は、年収を証明するもの（源泉徴収票や給与明細書など）

を添えて申請していただきます。申請があれば、その直後の執行委員会に諮り、承認さ

れれば翌月から減額を実施することになります。また、ご不明な点があれば、組合事務

所までお問い合わせください。 

 

  

 

入管法改悪反対 引き続き活動しています 

 

5/9関西弁護士会連合会主催の集会&デモ（弁護士会館～中之島） 

5/20入管法改悪に反対する近畿の弁護士有志の会主催の集会&デモ（扇町公園～東梅田） 

他に、5/19（梅田ヨドバシカメラ前）、/25（なんば）、/27（梅田ヨドバシカメラ前/社民党主催）、 

/31（天満・京橋） 

※写真は 5/20 の扇町公園とデモ、/27梅田ヨドバシカメラ前での中井雅人弁護士 他 

機関誌発行日現在、強行採決は止め

ています。引き続き注視・注力を！ 
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組合員交流会             映画上映会 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：６月１６日(金) 午後７時から２時間程度 場所：管理職ユニオン事務所にて 

 

〈解説・あらすじ〉 

 経済学者トマ・ピケティが書いた同名のベストセラー経済学書を基にした社会派ド

キュメンタリーである。映画では、ピケティ自身が監修と出演を担当し、名作映画や

小説、ポップカルチャーなどを用いて、過去 300 年にわたる世界各国の歴史を”資本”

の視点から紐解いている。  

映画の中心的なテーマは、資本主義が引き起こす格差とその対処法である。ピケテ

ィは、資本収入率が経済成長率よりも高いときには、資本主義は自然に平等にならず、

資産家の富が労働者の富よりも速く増えて格差が拡大するという法則（ r>g）を提唱す

る。この法則により、資本主義は成熟すれば平等になるという従来の定説を否定し、

現代は第一次世界大戦前の不平等な時代に逆戻りしかねないと警鐘を鳴らす。  

映画はさらに、格差がもたらす弊害を社会・政治・環境的な側面から触れている。

映画は、世界恐慌や両大戦、福祉国家や高度経済成長などの歴史的事象を通じて、資

本主義の変化と格差の動きを解析し、格差が拡大すれば、中間層が崩壊し、権力や富

が一部のエリートに集中し、貧困や暴力やナショナリズムが増加すると指摘する。ま

た、グローバル化や資本移動により、資本は架空化し、連帯感は失われ、システムは

脆弱化すると警告する。それでは、格差を改善し、持続可能な社会を築くためには何

が必要なのか？ピケティはその問いに対して、累進的な資本課税や国際的な協調や民

主的な参加などを提案し、それによって自由と平等と連帯（フラタニテ）を実現する

可能性を示す。  

 

製作：2019 年、フランス・ニュージーランド合作、103 分 監督 ジャスティン・ペンバートン、

製作：マシュー・メトカルフ、原作：トマ・ピケティ、配給：アンプラグド 

 

ＱＲコードを読み取って頂きますと、この映画の予告編をご覧になれます。➡  

  

映画を観よう！ 
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管理職ユニオン・連帯ユニオンゼネラル支部 共同企画 

★ユニオンハイキング★  
 

【日  時】  ２０２３年６月１８日（日）１０時集合 〈雨天中止〉 

 

【集合場所】  京阪電車（丹波橋か七条で各駅停車に乗換え）・ＪＲ東福寺駅前 

 

【コ ー ス】 東福寺駅  →  東福寺 

→ 住宅街を抜けて山道

の入口へ →  

三角点２３９ｍ（昼食 

予定）  

→お稲荷さん鳥居巡回コ

ースの途中に出る  

→ 一の峯  → 四辻 

→ 京都市内が一望でき

るところ  

→ 白滝コースで下山 

→ 住宅街を抜けて → 

泉涌寺 → 東福寺駅 

 

【持 ち 物】  飲みもの（水 or お茶）、昼食（駅前にコンビニあり）、手ぬぐい、帽子等 

（簡単なリュックサック風の背負うものに詰めてください） 

※軽登山靴か運動靴で来てください。また、暑さ対策、梅雨の時期でも

あるので雨具の用意を各自で準備お願いします。 

 

【参加申込】  天満橋事務所のホワイトボードに名前を記入されるか、又は電話連絡に

てお願い致します。 

管理職ユニオン・関西  06-6881-0781 

          

この企画は、組合員同士の交流や健康な身体づくり等を目的としたレクレーションです。

お気軽にご参加ください。 

 


